
◎ 所得控除

（実質損失額－総所得金額等の合計額×１０％）又は（災害関連支出の金額－５

雑損控除 万円）のうちいずれか多い方の金額

医療費の実質負担額－（１０万円と総所得金額等の５％のいずれか低い金額）

医療費控除 限度額２００万円

社会保険料控除等 支 払 金 額

生 支 払 金 額 控 除 額

命 １５，０００円以下のとき 全 額

保 １５，０００円超４０，０００円以下のとき 支払金額の１／２＋７，５００円

険 ４０，０００円超７０，０００円以下のとき 支払金額の１／４＋１７，５００円

料 ７０，０００円超のとき ３５，０００円

控 支払った生命保険料に、一般のものと個人年金保険料の両方がある場合は、それぞれの控

除 除額を上の算式で計算し、合算します。

地 支 払 金 額 控 除 額

震 ５０，０００円以下のとき 支払金額の１／２

地 保 ５０，０００円超のとき ２５，０００円 （限度額）

震 険

保 旧 支 払 金 額 控 除 額

険 長 ５，０００円以下のとき 全 額

料 期 支払金額の１／２＋２，５００円５，０００円超１５，０００円以下のとき

控 契 １５，０００円超のとき １０，０００円（限度額）

除 約

地震保険・旧長期契約保険の両方がある場合は、限度額は２５，０００円

寄附金 ・住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金

控 除 ・住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金

（ ）・新たに都道府県又は市町村が条例により指定した寄付金を追加 ふるさと納税制度

配 一 般 ３３万円 障害者控除 ２６万円

偶 老 人 ３８万円 特別障害者 ３０万円〃 （ ）

者 同居特別障害の場合 寡婦（寡夫）控除 ２６万円

控 一 般 ５６万円 特別寡婦 ３０万円〃 （ ）

除 老 人 ６１万円 勤労学生控除 ２６万円

所 得 金 額 控除額 一 般 ３３万円

配 円 円 ３３万円 老 人 ３８万円３８０，００１ ４４９，９９９～

偶 円 円 ３１万円 扶 特 定 ４５万円４５０，０００ ４９９，９９９～

者 円 円 ２６万円 養 同居老親等 ４５万円５００，０００ ５４９，９９９～

特 円 円 ２１万円 控 同居特別障害の場合５５０，０００ ５９９，９９９～

別 円 円 １６万円 除 一 般 ５６万円６００，０００ ６４９，９９９～

控 円 円 １１万円 老 人 ６１万円６５０，０００ ６９９，９９９～

除 円 円 ６万円 特 定 ６８万円７００，０００ ７４９，９９９～

円 円 ３万円 同居老親等 ６８万円７５０，０００ ７５９，９９９～

円 ０円 基 礎 控 除 ３３万円７６０，０００ ～


